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に
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
導
入
な
ど

を
実
施
す
る
中
小
企
業
者
な
ど
に
対

し
て
、
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
　
象
　
市
内
で
事
業
を
行
う
中
小

企
業
者
な
ど

補
助
対
象
事
業

・
省
エ
ネ
最
適
化
診
断
（
有
料
、
ビ

ル
版
・
簡
易
ビ
ル
版
に
限
る
）
を

受
け
て
い
る
こ
と

・
省
エ
ネ
最
適
化
診
断
の
改
善
提
案

に
基
づ
く
事
業
で
あ
る
こ
と

・
令
和
5
年
2
月
末
ま
で
に
工
事
が

完
了
す
る
こ
と

・
国
な
ど
の
他
の
補
助
金
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
な
ど

補
助
金
額　
対
象
経
費
の
2
分
の
1

以
内
（
上
限
１
０
０
万
円
）

※
先
着
順
、
予
算
が
無
く
な
り
次
第

終
了

申
請
方
法　
生
活
環
境
課
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書
に

記
入
・
押
印
し
、
必
要
書
類
を
添

え
て
生
活
環
境
課
ま
で
持
参
で
。

※
工
事
前
に
申
請
し
、
市
が
交
付
決

定
し
た
後
に
着
工
し
て
く
だ
さ
い

申
請
締
切　
令
和
5
年
1
月
31
日
㈫

※
詳
し
く
は
市
の
担
当
者
ま
で
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

貯
水
槽
の
適
正
な
管
理

水
道
局
工
務
課
緯
荏
５
２
９
４

生
活
環
境
課
緯
運
９
１
４
７

　
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
貯
水

槽
の
管
理
は
設
置
者
の
責
任
で
す
。

都
市
計
画
の
原
案
の
縦
覧

都
市
計
画
課
緯
運
９
１
９
０

　
次
の
都
市
計
画
決
定
の
原
案
の
縦

覧
を
行
い
ま
す
。
こ
の
原
案
に
関
す

る
意
見
の
あ
る
人
は
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

都
市
計
画
決
定
の
原
案

広
島
圏
都
市
計
画

・
地
区
計
画
（
平
良
丘
陵
地
区
）

縦
覧
期
間　
6
月
8
日
㈬
～
22
日
㈬

※
閉
庁
日
に
縦
覧
を
希
望
す
る
場
合

は
、
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

縦
覧
場
所　
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出　
地
区
計
画
の
名
称
、

住
所
、
氏
名
、
当
該
地
区
に
係
る

利
害
関
係
の
内
容
、
意
見
、
意
見

提
出
日
を
記
入
し
、
市
役
所
都
市

計
画
課
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送

（
消
印
有
効
）
で
次
へ
。

〒
７
３
８
―
８
５
０
１
（
住
所
不
要
）

廿
日
市
市
役
所
都
市
計
画
課

※
提
出
期
間
は
6
月
23
日
㈭
～
30
日
㈭

宮
島
口
地
区
景
観
形
成
に 

関
す
る
補
助
制
度

都
市
計
画
課
緯
運
９
１
９
０

　
宮
島
口
地
区
景
観
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
適
合
し
て
い
な
い
建
築
物
な
ど
の

外
観
に
関
し
て
、
基
準
に
適
合
さ
せ

る
よ
う
行
う
建
築
物
な
ど
の
工
事
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す

る
か
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

申
込
方
法
　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

市
役
所
都
市
計
画
課
ま
で
持
参
ま

た
は
郵
送
で
次
へ
。

〒
７
３
８
―
８
５
０
１
（
住
所
不
要
）

廿
日
市
市
役
所
都
市
計
画
課

成
人
式
を
欠
席
し
た
新
成
人
に

記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す

生
涯
学
習
課
緯
運
９
２
０
３

　
欠
席
し
た
令
和
4
年
新
成
人
に
記

念
品
を
贈
呈
し
ま
す
の
で
、
郵
送
し

た
入
場
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

（
代
理
の
人
で
も
可
）。

対
　
象
　
平
成
13
年
4
月
2
日
～
平

成
14
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
人

※
令
和
3
年
新
成
人
の
記
念
品
は
す

で
に
送
付
し
て
い
ま
す

引
き
換
え
期
間　
6
月
30
日
㈭
ま
で

9
時
～
17
時
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

と
こ
ろ
　
市
役
所
生
涯
学
習
課

つ
く
っ
て
み
よ
う

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

市
民
課
緯
運
９
１
３
５

　
必
ず
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●【
予
約
制
】
申
請
・
受
け
取
り
の

臨
時
窓
口
（
休
日
）

と
　
き
　

6
月
25
日
㈯
、
7
月
9
日
㈯

受
付
時
間　
9
時
～
17
時
（
12
時
～

13
時
を
除
く
）
の
間
で
1
時
間
10

人
ず
つ
（
先
着
順
）

※
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
は
、
申
請

か
ら
1
カ
月
半
程
度
か
か
り
ま
す

●【
予
約
制
】
受
け
取
り
・
更
新
の

臨
時
窓
口
（
夜
間
）

と
　
き
　

6
月
14
日
㈫
、
23
日
㈭

受
付
時
間　
17
時
30
分
～
19
時
35
分

の
間
で
市
が
指
定
し
た
各
時
間
帯

に
5
人
ず
つ
（
先
着
順
）

●
共
通
事
項

と
こ
ろ
　
市
役
所
市
民
課

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
す

る
か
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い

空
き
地
の
適
正
管
理

生
活
環
境
課
緯
運
９
１
４
７

●
土
地
ま
た
は
建
物
の
占
有
者

　
庭
な
ど
は
清
潔
に
し
、
近
隣
に
迷

惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
空
き
地
の
所
有
者

　
空
き
地
は
清
潔
に
し
、
害
虫
の
発

生
や
タ
バ
コ
の
ポ
イ
捨
て
な
ど
に
よ

る
火
災
の
発
生
な
ど
、
近
隣
に
迷
惑

が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
自
身
で
の
除
草
が
困
難
な
場
合
は
、

廿
日
市
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

な
ど
が
草
刈
り
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
所
用
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備

導
入
な
ど
の
費
用
の
補
助

生
活
環
境
課
緯
運
９
１
３
２

　
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
、
省
エ

ネ
最
適
化
診
断
に
基
づ
き
、
事
業
所

水
槽
の
有
効
容
量
が
10
㎥
を
超
え
る

場
合
、
設
置
者
に
は
1
年
に
1
回
、

定
期
的
に
水
槽
の
清
掃
や
検
査
を
受

け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
水
槽
の
衛
生
管
理
が
不
十
分
な
場
合
、

水
質
に
異
常
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
安
全
で
良
質
な
水
道
水
を
使

う
た
め
、
有
効
容
量
が
10
㎥
以
下
の

小
規
模
な
貯
水
槽
で
も
、
定
期
的
な

清
掃
や
点
検
な
ど
を
し
ま
し
ょ
う
。

医
療
費
通
知
の 

通
知
回
数
の
変
更

保
険
課
緯
運
９
１
５
９

　
医
療
費
控
除
と
し
て
の
使
用
も
考

慮
し
、
医
療
費
通
知
の
通
知
回
数
を

令
和
3
年
度
か
ら
年
2
回
に
統
一
し

て
い
ま
す
。

通
知
時
期
（
予
定
）　
1
回
目
：
令

和
5
年
2
月
上
旬
（
令
和
4
年
1

月
～
10
月
診
療
分
）、
2
回
目
：

令
和
5
年
3
月
中
（
令
和
4
年
11

月
～
12
月
診
療
分
）

通
知
方
法　
は
が
き
ま
た
は
封
書
で

送
付
（
通
知
件
数
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
）

※
送
付
す
る
医
療
費
通
知
は
、
今
ま

で
同
様
確
定
申
告
の
医
療
費
控
除

の
資
料
と
し
て
使
用
で
き
ま
す

※
希
望
者
に
発
行
し
て
い
た
年
間
分

の
医
療
費
通
知
の
発
行
は
廃
止
し

て
い
ま
す

■
納
期
限 

6
月
30
日
㈭
市
県
民
税
1
期
お
よ
び
全
期
前
納
、
保
育
料
6
月
、
延
長
保
育
料
6
月
、
留
守
家
庭
児
童
会
利
用
料
6
月
、

市
営
住
宅
使
用
料
6
月
、
市
営
住
宅
駐
車
場
使
用
料
6
月
、
社
会
福
祉
施
設
入
所
者
負
担
金
5
月

■
夜
間
納
税
窓
口 

6
月
23
日
㈭
17
時
15
分
～
19
時
45
分

市
役
所
税
制
収
納
課

問
税
制
収
納
課

緯
運
９
１
１
１

不
法
投
棄
・
野
外
焼
却
の
禁
止
・ 

家
庭
ご
み
の
持
ち
出
し
時
間
の 

遵
守

循
環
型
社
会
推
進
課
緯
運
９
１
３
３

●
全
国
不
法
投
棄
監
視
ウ
イ
ー
ク

5
月
30
日
（
ご
み
0
の
日
）～ 

6
月
5
日
（
環
境
の
日
）

　
不
法
投
棄
は
周
辺
の
自
然
環
境
や

生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ

が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
法
律
に
よ
り

処
罰
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
不
法
に
投

棄
さ
れ
た
ご
み
は
、
原
則
、
土
地
の

所
有
者
・
管
理
者
が
撤
去
す
る
こ
と

に
な
る
た
め
、

陰
自
分
が
所
有
す
る
土
地
の
雑
草
の

刈
り
取
り
、
清
掃
な
ど
を
行
い
、

常
に
清
潔
に
保
つ

隠
土
地
を
他
人
に
貸
す
場
合
も
、
土

地
の
状
況
を
定
期
的
に
把
握
す
る

韻
自
分
が
所
有
す
る
空
き
地
な
ど
は
、

柵
や
立
ち
入
り
禁
止
看
板
な
ど
を
設

置
し
て
、
他
人
が
入
れ
な
い
よ
う
に

す
る
な
ど
対
策
を
と
り
ま
し
ょ
う

　
ま
た
、
不
法
投
棄
の
現
場
を
目
撃

し
た
と
き
は
、
車
の
ナ
ン
バ
ー
や
人

物
の
特
徴
な
ど
を
警
察
に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

●
法
律
に
よ
り
野
外
焼
却
は
禁
止
で
す

　
農
業
や
祭
事
な
ど
、
政
令
で
特
別

に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
煙

や
灰
な
ど
に
よ
り
周
囲
の
人
に
迷
惑

を
か
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
ビ
ニ
ー
ル
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
な
ど
の
ご
み
を
一
緒
に
燃
や
す
こ

と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
家
庭
ご
み
の
ご
み
置
き
場
へ
の
持

ち
出
し
時
間

　
家
庭
ご
み
は
正
し
く
分
別
し
、
各

地
域
で
決
め
ら
れ
た
収
集
日
の
指
定

の
時
間
ま
で
に
、
ご
み
置
き
場
へ
持

ち
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
廿
日
市
・
大
野
地
域
：
7
時
30
分

・
佐
伯
・
吉
和
地
域
：
8
時

・
宮
島
地
域
：
指
定
の
時
間
ま
で
に

福
祉
・
介
護

経
済
的
な
不
安
を 

感
じ
て
い
る
人
へ
の
支
援

は
つ
か
い
ち
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー�

緯
欝
４
０
８
０

●
自
立
支
援
相
談
窓
口

　
支
援
員
が
相
談
を
受
け
て
、
ど
の

よ
う
な
支
援
が
必
要
か
を
一
緒
に
考

え
、
自
立
へ
向
け
て
支
援
し
ま
す
。

●
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

　
離
職
な
ど
に
よ
り
住
居
を
失
っ
た

人
、
ま
た
は
失
う
恐
れ
の
あ
る
人
へ

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
フ
ー
ド
バ
ン
ク

　
当
面
の
食
べ
物
に
困
っ
て
い
る
人

に
緊
急
一
時
的
に
食
料
品
を
無
償
で

提
供
し
ま
す
。

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
金
の
給
付

生
活
福
祉
課
緯
運
９
１
６
５

　
広
島
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
総
合

支
援
資
金
の
再
貸
付
ま
た
は
初
回
貸

付
を
借
り
終
え
た
世
帯
な
ど
に
支
援

金
を
支
給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
収
入

要
件
、
資
産
要
件
が
あ
り
、
求
職
活

動
を
行
う
こ
と
が
条
件
で
す
。

申
請
期
限　
8
月
末
ま
で

限
度
額
適
用
・ 

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の

更
新

保
険
課
緯
運
９
１
５
９

　
申
請
に
基
づ
き
交
付
を
し
て
い
る

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
（
以
下
、
認
定
証
と
い
う
）
の

有
効
期
限
は
7
月
31
日
㈰
で
す
。

　
8
月
1
日
㈪
以
降
も
認
定
証
が
必

要
な
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。
7

月
1
日
㈮
か
ら
更
新
申
請
を
受
け
付

け
ま
す
。

　
必
要
な
人
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
る
申
請
書
を
郵
送
す
る
か
、
市

役
所
ま
た
は
各
支
所
の
窓
口
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
か
ら
は
認
定
証
申
請
の
勧

奨
通
知
は
送
付
し
ま
せ
ん

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
の

助
成

障
害
福
祉
課
緯
運
９
１
８
６

　
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
人
に
医
療

費
の
助
成
を
し
ま
す
。
助
成
を
受
け

る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
対
象
の
人
で
、
ま
だ
助
成
を
受
け

て
い
な
い
人
は
、
障
害
福
祉
課
ま
た

は
各
支
所
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
　
象
　
次
の
陰
～
韻
の
要
件
を
全

て
満
た
す
人

陰
市
在
住
の
人

※
入
院
ま
た
は
施
設
に
入
所
す
る
た
め

に
、
住
所
を
他
市
町
に
異
動
し
た
人

も
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

隠
次
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
な
ど
を

持
っ
て
い
る
人

・
身
体
障
害
者
手
帳　
1
級
～
3
級

・
療
育
手
帳　
Ⓐ
・
Ａ
・
Ⓑ

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級

と
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
人

韻
所
得
が
基
準
額
以
下
の
人

申
請
に
必
要
な
も
の

陰
健
康
保
険
証

隠
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
自

立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）
受
給

者
証

※
廿
日
市
市
で
所
得
が
確
認
で
き
な

い
人
は
、
所
得
証
明
書
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す

※
65
歳
～
74
歳
の
人
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
加
入
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

認
定
さ
れ
た
場
合
の
自
己
負
担
額

・
1
つ
の
医
療
機
関
で
1
日
に
支
払

う
自
己
負
担
額
は
２
０
０
円
で
す

（
保
険
適
用
外
は
除
く
）。

・
同
じ
月
、
同
じ
医
療
機
関
で
受
診

す
る
場
合
の
自
己
負
担
額
は
、
入

院
14
日
ま
で
、
通
院
4
日
ま
で
は
、

1
日
に
つ
き
２
０
０
円
と
な
り
ま

す
（
入
院
15
日
、
通
院
5
日
以
降

の
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

・
精
神
障
が
い
の
あ
る
人
は
通
院
の

み
で
入
院
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

・
保
険
薬
局
で
の
自
己
負
担
は
あ
り

ま
せ
ん
（
保
険
適
用
外
は
除
く
）。

※
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
の

制
度
、
加
入
要
件
お
よ
び
所
得
基

準
額
な
ど
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課

ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

補
助
犬
（
盲
導
犬
）
給
付

障
害
福
祉
課
緯
運
９
１
５
２

　
視
覚
障
が
い
の
あ
る
人
の
社
会
参

加
促
進
の
た
め
、
県
内
で
1
頭
の
補

助
犬
（
盲
導
犬
）
の
給
付
を
、
広
島

県
視
覚
障
害
者
団
体
連
合
会
が
実
施

し
ま
す
。

対
　
象
　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

・
18
歳
以
上
の
視
覚
障
が
い
者
で
、

1
級
ま
た
は
2
級
の
身
体
障
害
者

手
帳
を
持
っ
て
い
る
人

・
就
労
な
ど
で
、
社
会
活
動
の
参
加

に
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

選
考
方
法　
調
査
、
面
接
な
ど
で
候

補
者
を
決
定
し
ま
す
。

申
込
方
法
　
山
崎
本
社 

み
ん
な
の

あ
い
プ
ラ
ザ
3
階
障
害
福
祉
課
、

各
支
所
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
・
押
印
の
上
、
提
出

申
込
締
切
　

7
月
29
日
㈮




